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一
日	

月
次
祭

二
日	

建
設
工
事
定
例
会

五
日	

県
内
紅
葉
会
懇
話
会　

於　

長
野
市

八
～
九
日	

第
六
十
八
回
伊
勢
神
宮
新
穀
感
謝
祭

十
三
日	

庁
舎
氏
子
会
館
建
設
委
員
会

十
三
日	

理
事
・
支
部
長
合
同
会
議

十
四
日	

祭
祀
委
員
会　

於　

松
本
市

十
六
日	

総
代
会
支
会
長
会

	

於　

ホ
テ
ル
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
長
野

二
十
三
日	

建
設
工
事
定
例
会

二
日	

月
次
祭

十
三
日	

建
設
工
事
定
例
会

十
三
日	

庁
舎
氏
子
会
館
建
設
委
員
会

	

（
特
別
委
員
会
）

十
八
日	

新
年
初
会
議

二
十
四
日	
教
化
部
合
同
委
員
会

二
十
六
～
二
十
七
日

	
東
海
五
県
神
社
庁
事
務
研
修
会

	
当
番　

静
岡
県

三
十
日	

建
設
工
事
定
例
会

三
十
日	

別
表
・
特
別
神
社
宮
司
会

三
十
一
日	

県
遺
族
会
主
催

	

沖
縄
「
信
濃
の
塔
」
慰
霊
祭

	

木
曽
支
部
奉
仕
（
～
二
月
三
日
ま
で
）

一
日	

月
次
祭

二
日	

人
事
諮
問
委
員
会

目

　
　
　
　次

目
次　

日
誌
抄 

 

２

日
誌
抄 

 

３

庁
舎
・
氏
子
会
館
建
設
事
業
報
告 

 

４

信
濃
国
二
之
宮  

小
野
お
ん
ば
し
ら 

 

６

特
別
寄
稿

「
薙
鎌
の
新
た
な
理
解
を
目
指
し
て
」 

 

10

教
化
部
各
委
員
会
事
業
報
告 

 
12

戸
隠
山
安
全
祈
願
祭
及
び
開
山
式 
 
16

新
任
神
職
の
横
顔 

 

17

寄
附
者
顕
彰

神
社
本
庁
表
彰　

辞
令 

 

18

令
和
五
年
度
歳
入
歳
出
予
算
書
・

災
害
慰
藉
予
算
書 

 

20

暑
中
見
舞 

 

21

「
新
神
社
庁
氏
子
会
館
竣
工
検
査
」 

 

24

（
令
和
四
年
十
二
月
〜
令
和
五
年
六
月
）

令
和
四
年
　
十
二
月

七
～
八
日	

神
政
連
県
本
部
視
察
研
修

	

於　

福
岡
県
・
山
口
県

八
～
九
日	

祭
祀
舞
研
修
会

十
三
日	

庁
舎
建
設
事
業
「
上
棟
祭
」
祭
員
習
礼

十
七
日	

祈
年
祭

十
七
日	

建
設
工
事
定
例
会

二
十
日	

辞
令
伝
達
式

二
十
日	

理
事
会

二
十
一
日	

総
代
会
監
査
会
・
役
員
会

二
月

令
和
五
年
　
一
月
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二
十
四
～
二
十
五
日

	

浦
安
の
舞
研
修
会　

於　

深
志
神
社

二
十
四
日	

神
政
連
県
本
部
役
員
会

二
十
七
日	

青
少
年
対
策
推
進
委
員
会

二
十
七
日	
建
設
工
事
定
例
会

二
十
八
日	
庁
報
編
集
委
員
会

一
日	

月
次
祭

三
日	

神
宮
大
麻
暦
頒
修
奉
告
祭

五
日	

神
宮
大
麻
暦
頒
布
終
了
祭　

於　

神
宮

六
日	

東
海
五
県
臨
時
本
庁
評
議
員
会

	

於　

愛
知
県

七
日	

庁
舎
建
設
事
業
「
上
棟
祭
」

八
日	

調
査
委
員
会　

於　

松
本
市

十
日	

東
海
五
県
神
社
庁
教
化
神
政
連
合
同
会
議

	

当
番　

静
岡
県

十
四
日	

総
代
会
定
例
代
議
員
会

十
六
日	

百
二
回
神
社
庁
定
例
協
議
員
会

十
七
日	

神
社
庁
長
会　

於　

本
庁

二
十
二
～
二
十
三
日

	

第
二
十
五
回
子
供
参
宮
団

二
十
二
日	

庁
舎
建
設
事
業
に
関
す
る
祭
式
講
師
研
究
会

二
十
四
日	

建
設
工
事
定
例
会

二
十
四
日	

神
政
連
長
野
県
本
部
代
議
員
会

二
十
七
日	

事
務
担
当
者
会

二
十
七
日	

神
職
総
会

二
十
八
～
二
十
九
日

	

過
疎
地
域
神
社
研
究
会　

於　

本
庁

三
日	

月
次
祭

三
日	

祭
祀
委
員
会　

於　

木
曽
郡
木
曽
町

五
日	

総
代
会
役
員
会

十
二
日	

建
設
工
事
定
例
会

十
三
日	

辞
令
伝
達
式

十
三
日	

理
事
会

二
十
日	

教
化
委
員
会

	

於　

穗
髙
神
社

二
十
六
日	

建
設
工
事
定
例
会

一
日	

月
次
祭

十
日	

	

東
海
五
県
神
社
庁

評
議
員
会

	
	

於　

岐
阜
グ
ラ
ン
ド

ホ
テ
ル

十
一
日	
	

東
海
五
県
神
社
庁

連
合
総
会

	
	

於　

長
良
川
国
際
会
議
場

十
二
日	

建
設
工
事
定
例
会

十
八
日	

庁
舎
建
設
事
業
「
仮
殿
遷
座
祭
」

十
九
日	

青
少
年
対
策
推
進
委
員
会

十
九
日	

庁
報
編
集
委
員
会

二
十
二
日	

祭
祀
委
員
会

二
十
三
日	

全
国
神
社
総
代
会
代
議
員
会　

於　

本
庁

二
十
四
日	

神
社
本
庁
表
彰
式　

於　

明
治
記
念
館

二
十
五
～
二
十
六
日

	

神
社
本
庁
定
例
評
議
員
会　

於　

本
庁

二
十
六
日	

班
幣
式

二
十
九
日	

教
養
研
修
会　

於　

穗
髙
神
社

三
十
日	

調
査
委
員
会　

於　

深
志
神
社

三
十
一
日	

建
設
工
事
定
例
会

一
日	

月
次
祭

五
日	

県
下
神
職
球
技
大
会　

於　

木
曽

九
日	

庁
舎
氏
子
会
館
建
設
委
員
会

十
二
日	

神
政
連
本
部
長
・
事
務
局
長
連
絡
会

	

於　

本
庁

十
二
日	

神
政
連
国
会
議
員
懇
談
会
総
会
・

	

合
同
懇
談
会

十
三
日	

神
政
連
中
央
委
員
会　

於　

本
庁

十
三
～
十
四
日

	

神
社
庁
事
務
担
当
者
会　

於　

本
庁

十
六
日	

教
化
部
役
員
会

十
九
日	

庁
報
編
集
委
員
会

十
九
～
二
十
三
日

	

東
海
地
区
中
堅
神
職
研
修
会

	

当
番　

岐
阜
県

二
十
日	

中
信
地
区
連
絡
協
議
会

二
十
二
日	

東
海
五
県
参
事
会
・
精
算
会

	

於　

岐
阜
県

二
十
六
日	

雅
楽
研
修
会

二
十
八
～
二
十
九
日

	

神
宮
評
議
員
会　

於　

神
宮

三
月

四
月

五
月

六
月
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三
月
七
日
　
上
棟
祭

　

令
和
五
年
三
月
七
日
午
後
二
時
よ
り
、
庁

舎
氏
子
会
館
の
上
棟
祭
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

庁
舎
氏
子
会

館
の
建
設
地

は
、
明
治
天

皇
が
明
治

十
一
年
に
御

巡
幸
さ
れ
た

際
に
長
野
町

に
駐
ち
ゅ
う
れ
ん輦あ
ら

せ
ら
れ
て
、

城
山
の
御
仮

宮
の
高
処
か

ら
善
光
寺
平

と
四
郡
を
御

覧
あ
そ
ば
さ

れ
、「
佳か
き
ょ
う境
」

の
お
言
葉
を

賜
っ
た
聖
な

る
土
地
で
も
あ

り
ま
す
。
こ
の

際
、
安あ

も

り
茂
里
の

有
志
が
高
土
手

よ
り
煙
火
を
打

ち
上
げ
御
旅
情

を
お
慰
め
奉
っ

た
と
い
い
ま
す
。

　

春
暖
快
適
の

午
後
、
足
場
に

囲
ま
れ
た
建
物

は
壁
や
柱
、
鉄
骨
の
梁
や
桁
は
ま
だ
む
き
出

し
の
状
態
で
す
。

　

上
棟
祭
の
祭
場
は
「
拝
殿
・
講
話
室
」
に

設
営
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
、
上
棟
祭
を
さ
れ

る
参
考
の
た
め
に
祭
場
の
舗
設
を
紹
介
し
ま

す
と
、
屋
根
の
梁
の
左
右
に
紅
白
の
曳
き
綱

が
結
び
つ
け
ら
れ
紐
は
左
右
の
案
の
上
に
纏

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

正
面
の
奥
は
、
松
し
ょ
う
か
く
ち
ょ
う
し
ゅ
ん

鶴
長
春
の
扇
車
に
、

大
工
の
守
り
神
と
な
っ
た
京
都
千
本
釈
迦
堂

の
頭
領
の
妻
お
か
め
の
面
を
結
び
つ
け
、
白

色
の
幣
と
五
色
絹
を
提
げ
た
「
幣へ
い
ぐ
し串
」
が
三

本
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

向
か
っ
て
右
に
は
彩
色
が
鮮
や
か
な
「
天

の
弓
矢
」、
左
に
「
地
の
弓
矢
」
が
飾
ら
れ

て
い
ま
す
。「
天
の
弓
矢
」
に
は
鏑か

ぶ
ら
や矢
が
つ

が
え
ら
れ
鬼
門
（
東
北
）
を
向
き
、「
地
の

弓
矢
」
に
は
雁か
り
ま
た
や

股
矢
が
つ
が
え
ら
れ
て
裏
鬼

門
（
西
南
）
を
戒
め
て
い
ま
す
。
中
央
に
は

槌
打
ち
に
用
い
る
神
し
ん
ば
し
ら柱
が
刺
し
立
て
ら
れ
、

神
殿
の
土
台
を
固
め
鎮
め
ま
す
。

　

続
い
て
神
籬
、
神
饌
の
弁
備
案
が
あ
り
、

向
か
っ
て
右
側
に
墨
痕
鮮
や
か
な
滝
和
人
神

社
庁
長
の
揮
毫
に
よ
る
棟
札
が
立
て
か
け
ら

れ
ま
し
た
。
ま
た
、
振
り
幣
が
立
て
か
け
ら

れ
た
案
の
上
に
は
、
神
前
に
置
か
れ
る
工
匠

の
三
器
と
い
わ
れ
る
曲
か
ね
じ
ゃ
く尺・
墨
壺
・
釿
ち
ょ
う
なが
供

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
向
か
っ
て
左
に
は
修し
ゅ
ば
つ祓

用
具
案
、
さ
ら
に
大
き
な
木
槌
と
当
て
木
を

載
せ
た
案
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
今
回
の
上
棟
祭
は
、「
曳

き
綱
」「
槌
打
ち
」
を
眼
目
と
す
る
こ
と
が

令
和
御
大
典
特
別
事
業

令
和
御
大
典
特
別
事
業

長
野
県
神
社
庁

庁
舎
氏
子
会
館
建
設
事
業

長
野
県
神
社
庁

庁
舎
氏
子
会
館
建
設
事
業
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わ
か
り
ま
す
。

　

参
列
者
は
神
社

庁
長
を
始
め
建
設

委
員
、
隣
接
地
の

宮
司
、
施
工
業
者

代
表
の
四
十
名
で

す
。
祭
典
奉
仕
者

は
、
斎
主
に
水
野

副
庁
長
、
副
斎
主

に
平
澤
理
事
、
祭

員
は
県
神
道
青
年

会
、
県
女
子
神
職

会
か
ら
一
名
ず
つ
、
典
儀
は
県
祭
式
講
師
か

ら
一
名
が
奉
仕
し
ま
し
た
。

　

祝
詞
奏
上
の
後
に
、
工
匠
長
、
検け
ん
ち
や
く

知
役
が

設
計
施
工
者
か
ら
召
し
出
さ
れ
位
置
に
着

き
、曳
き
綱
の
儀
が
行
わ
れ
ま
し
た
。向
か
っ

て
右
に
滝
庁
長
、
藤
村
吉
彦
県
総
代
会
長
を

始
め
参
列
者
が
、
向
か
っ
て
左
に
斎
主
・
祭

員
・
工
匠
が
列
び
曳
き
綱
を
執
り
ま
し
た
。

振
り
幣
役
の
発
す
る
「
エ
イ
、
エ
イ
、
エ
ー

エ
イ
」
に
「
オ
ー
」
と
応
え
、
諸
員
は
「
エ

イ
、
エ
イ
、
エ
ー
エ
イ
」
と
発
声
し
曳
き
綱

が
三
度
繰
り
返
さ
れ
て
、
木
遣
り
歌
が
流
れ

ま
し
た
。

　

続
い
て
槌
打
ち

の
儀
で
は
、
神
柱

を
棟
木
に
見
立
て

て
い
ま
す
。
振
り

幣
役
は
左
右
左
と

幣
を
振
る
毎
に

「
千せ
ん
ざ
い
と
う

歳
棟
」「
万ま
ん
ざ
い歳

棟と
う

」「
永え
い
え
い
と
う

永
棟
」

と
発
声
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
オ
ー
ー
」
と
応

え
る
の
を
聴
き
、
槌
打
ち
役
は
「
オ
ウ
」
と

応
え
て
神
柱
を
二
度
打
ち
固
め
、
新
殿
に
禍

な
く
、
幸
あ
れ
か
し
と
乞
い
願
い
ま
し
た
。

　

祭
典
終
了
の
後
、
お
下
が
り
と
し
て
「
散さ
ん

餅ぺ
い
せ
ん銭
」
が
配
ら
れ
ま
し
た
。

五
月
十
八
日
　
仮
殿
遷
座
祭

　

午
後
六
時
に
浄
暗
の
中
、
陰
灯
の
明
か
り

を
頼
り
に
神
殿
の
仮か
り
で
ん
せ
ん
ざ
さ
い

殿
遷
座
祭
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
奉
仕
し

た
の
は
滝
県
神

社
庁
長
、
水
野

県
副
庁
長
以

下
、
県
理
事
、

神
社
庁
職
員
の

二
十
二
名
。
無

事
に
神
殿
の
御

神
体
は
、
隣
接
す
る
氏
子
会
館
の
研
修
所
を

仮
殿
と
し
て
御
扉
の
奥
に
遷
座
さ
れ
ま
し

た
。五

月
二
十
五
日
　
空
殿
を
移
設
（
追
記
）

　

空
殿
を
講
堂
二
階
よ
り
慎
重
に
搬
出
し
、

建
設
地
の
「
拝

殿
・
講
話
室
」

の
奥
に
移
設
し

ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
も

事
業
完
遂
の
た

め
に
皆
様
の
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
致

し
ま
す
。�

編
集
委
員　

齋
藤
英
之

祝詞奉上

槌打ち役

移設する空殿 氏子会館内仮殿
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小
野
神
社

�
禰
宜
　
宇
治
橋
邦
彦

　

四
之
柱
の
建
立
も
終
わ
り
、
修
納
奉
告
祭

を
斎
行
し
、
実
行
委
員
の
万
歳
三
唱
が
憑た

の
めの

里
小
野
神
社
の
杜
に
響
き
渡
り
ま
し
た
。
後

日
の
根
固
御
霊
入
れ
の
儀
を
以
て
令
和
初
め

の
「
令
和
五
癸
卯
歳
式
年
御
柱
大
祭
」
が
全

て
収
ま
り
ま
し
た
。

　

振
り
返
り
ま
す
と
、
平
成
三
十
年
の
台
風

二
十
一
号
の
強
風
被
害
で
、
当
社
も
倒
木
に

よ
り
県
宝
の
本
殿
が
倒
壊
し
ま
し
た
。
復
元

さ
れ
た
本
殿
に
、
今
回
御
神
体
が
遷
座
さ
れ

ま
し
た
こ
と
は
非
常
に
感
慨
深
い
も
の
で
し

た
。
ま
た
諸
祭
事
、
特
に
元
伐
祭
や
山
出
祭

は
雨
天
で
あ
っ
た
為
、
里
曳
と
建
御
柱
の
三

日
間
が
好
天
に
恵
ま
れ
賑
や
か
に
無
事
で

あ
っ
た
こ
と
の
安
堵
は
ひ
と
し
お
で
す
。
現

在
で
は
コ
ロ
ナ
禍
の
状
況
も
好
転
し
て
き
ま

し
た
が
、
計
画
当
初
の
令
和
三
年
十
二
月
の

時
点
で
は
ま
だ
ま
だ
手
探
り
の
状
態
で
、
い

か
に
安
全
に
執
り
行
う
か
が
課
題
で
し
た
。

実
行
委
員
会
自
体
の
開
催
も
細
心
の
注
意
を

払
い
な
が
ら
会
議
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。
氏

子
の
御
柱
に
対
す
る
情
熱
と
伝
統
行
事
の
継

承
の
為
に
心
を
一
つ
に
し
ま
し
た
。「
綺
羅

を
見
た
け
り
ゃ
小
野
御
柱
」
と
言
わ
れ
る
よ

う
に
柱
ご
と
の
衣
装
は
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

各
区
で
独
自
の
御
柱
マ
ス
ク
を
作
成
し
て
安

全
を
重
視
し
な
が
ら
も
楽
し
み
つ
つ
準
備
を

し
て
き
ま
し
た
。

　

塩
尻
市
北
小
野
は
辰
野
町
に
隣
接
し
て
い

ま
す
。

　

辰
野
町
に
矢
彦
神
社
、
塩
尻
市
に
小
野
神

社
が
同
じ
社
叢
に
鎮
座
し
て
い
ま
す
。
そ
れ

ぞ
れ
独
立
し
て
い
ま
す
が
、
御
柱
祭
は
共
に

卯
年
と
酉
年
の
五
月
に
建
御
柱
を
行
い
ま

雨の山出祭

子供木遣

雨の曳行神社への曳き入れ

小
野
お
ん
ば
し
ら

小
野
お
ん
ば
し
ら

信
濃
国
二
之
宮

信
濃
国
二
之
宮
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す
。
こ
の
地
域
を
両
小
野
と
言
い
、
地
域
を

超
え
て
協
力
し
ま
す
。
今
回
、
小
野
御
柱

推
進
協
議
会
が
北
小
野
出
身
の
漫
画
家
・
波

切
敦
氏
に
ポ
ス
タ
ー
原
画
を
依
頼
し
、
そ
の

迫
力
あ
る
出
来
栄
え
に
話
題
と
な
り
ま
し

た
。
ま
た
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
も
駆
使
し
、
両
社
の
御

柱
情
報
を
詳
細
に
発
信
し
、
里
曳
に
は
Ｇ
Ｐ

Ｓ
発
信
器
を
携
行
す
る
こ
と
に
よ
り
両
小
野

振
興
会
ホ
ー
ムペ
ー
ジ
で
各
柱
の
曳
行
状
況
が

把
握
で
き
る
試
み
も
取
り
入
れ
ま
し
た
。
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
確
認
で
き
ま
す
の
で
非
常

に
便
利
で
し
た
。
両
小
野
中
学
校
の
生
徒
が

生
み
出
し
た
Ｐ
Ｒ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
う
と
う

く
ん
」も
境
内
で
盛
り
上
げ
て
く
れ
ま
し
た
。

そ
の
人
気
ぶ
り
に
は
驚
く
ば
か
り
で
す
。
御

柱
の
曳
行
に
は
木
遣
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
地

域
で
も
継
承
の
為
に
子
供
た
ち
に
教
え
て
い

ま
す
。
雨
の
山
出
祭
に
も
小
さ
い
体
で一
生

懸
命
お
ん
べ
を
振
り
、
木
遣
唄
を
鳴
い
て
い
る

姿
は
可
愛
ら
し
く
も
あ
り
、
ま
た
将
来
の
担

い
手
で
あ
る
こ
と
に
希
望
を
持
ち
ま
す
。

　

北
小
野
地
区
は
塩
尻
市
の
中
で
も
人
口
減

少
の
多
い
地
域
で
も
あ
り
ま
す
。
次
回
の
御

柱
祭
を
危
惧
す
る
声
も
聞
か
れ
ま
す
。
し
か

し
な
が
ら
氏
子
の
お
宮
へ
の
思
い
や
崇
敬
の

念
、
情
熱
で
今
回
の
御
柱
祭
が
無
事
斎
行
さ

れ
た
と
思
い
ま
す
。
時
代
の
変
遷
と
と
も
に

御
柱
祭
も
変
化
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
先
人

達
か
ら
の
思
い
は
確
実
に
受
継
が
れ
て
い
ま

す
。
私
も
仲
執
持
と
し
て
そ
の
思
い
を
伝
え

る
べ
く
、
神
職
と
し
て
益
々
の
精
進
が
必
要

で
あ
る
と
深
く
心
に
刻
み
込
ん
だ
御
柱
祭
で

し
た
。

建御柱

御柱ポスター

「うとうくん」

にぎわう境内

神　　　　　州 （137号）令和５年８月１日（7）



矢
彦
神
社

�

禰
宜
　
立
澤
　
俊
輔

　
「
え
っ
と
、
何
を
し
て
ま
し
た
っ
け
」
最

初
の
会
議
で
、
総
代
さ
ん
に
聞
い
た
こ
と
は

こ
れ
で
し
た
。
前
回
は
、
神
職
と
し
て
の
経

験
も
浅
く
、
流
れ
の
ま
ま
に
動
い
て
い
た
よ

う
に
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
流
石
な
も
の
で

総
代
さ
ん
た
ち
は
「
こ
の
時
は
こ
う
だ
っ
た

よ
ね
」「
あ
れ
は
こ
ん
な
風
に
や
っ
て
い
た

よ
」
と
的
確
に
覚
え
て
お
り
、
驚
愕
し
ま
し

た
。
総
代
さ
ん
に
助
け
ら
れ
な
が
ら
会
議
を

重
ね
、
少
し
ず
つ
御
柱
大
祭
に
向
か
っ
て
進

ん
で
い
く
の
は
、
も
ち
ろ
ん
不
安
も
あ
り
ま

し
た
が
、
と
て
も
ワ
ク
ワ
ク
も
し
て
い
ま
し

た
。
十
月
に
入
り
、
各
御
柱
の
斧
入
祭
が
斎

行
さ
れ
ま
し
た
。
一
之
御
柱
は
も
と
よ
り
ど

の
柱
も
大
き
く
素
晴
ら
し
く
氏
子
の
人
た
ち

の
心
意
気
を
感
じ
ま
し
た
。
斧
入
祭
の
後
、

御
柱
は
山
を
下
り
そ
れ
ぞ
れ
の
里
で
お
休
み

に
な
り
ま
す
。
年
を
越
し
て
の
三
月
、
山
出

祭
に
は
綺
麗
に
整
え
ら
れ
、
全
貌
が
見
え
な

か
っ
た
御
柱
の
立
派
な
姿
に
心
が
震
え
ま
し

た
。

　

雨
に
清
め
ら

れ
な
が
ら
の
お

祭
り
も
あ
り
ま

し
た
が
、
そ
れ

に
も
負
け
な
い

氏
子
さ
ん
や
柱

に
関
わ
る
人
た

ち
の
一
致
団
結

の
心
、
木
遣
り

の
声
で
無
事
に

山
出
し
が
行
わ
れ
、
御
柱
休
処
に
引
き
付
け

ら
れ
ま
し
た
。
里
曳
き
を
楽
し
み
に
待
ち
な

が
ら
、
そ
れ
ま
で
に
境
内
の
整
備
を
行
い
ま

し
た
。
総
代
さ
ん
、
祭
事
係
さ
ん
の
協
力
の

も
と
、
境
内
の
掃
除
や
雨
儀
廊
な
ど
の
飾
り

つ
け
、
三
大
灯
籠
を
組
み
立
て
た
り
と
境
内

も
賑
や
か
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
四
月
卯

の
日
、
遷
座
祭
と
な
り
ま
す
。
今
年
は
前
日

に
雨
に
降
ら
れ
て
し
ま
い
予
定
し
て
い
た
準

備
が
行
え
ず
、
当
日
は
慌
た
だ
し
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
が
、
準
備
が
整
い
一
つ
一
つ

の
手
順
を
確
認
し
ま
し
た
。
陽
が
暮
れ
て
い

く
中
、
着
装
を
済
ま
せ
気
持
ち
を
落
ち
着
か

せ
、
暗
闇
に
包
ま
れ
た
斎
庭
で
粛
々
と
行
わ

れ
る
遷
座
は
、

い
つ
も
と
は
違

う
不
思
議
で
幻

想
的
で
も
あ
る

と
感
じ
ま
し

た
。
厳
粛
の
う

ち
に
斎
行
さ
れ

た
遷
座
祭
、
そ

の
夜
は
緊
張
と

緩
和
で
総
代
さ
ん
や
来
賓
の
方
々
と
お
酒
を

酌
み
交
わ
し
な
が
ら
、
語
り
合
い
ま
し
た
。

恙
な
く
終
え
た
こ
と
を
感
謝
し
つ
つ
、
余
韻

に
浸
り
な
が
ら
も
す
ぐ
に
里
曳
き
建
御
柱
が

始
ま
り
ま
す
。

　

里
曳
き
の
早

朝
、
青
年
団
が

御
柱
に
付
け
る

御
幣
を
取
り
に

来
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
地
区
ま
で

勢
い
よ
く
担
い

で
い
く
の
に
驚

か
さ
れ
ま
す
。

氏
子
さ
ん
は
も

鳥居前の大曲

里曳きの朝

遷座祭
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ち
ろ
ん
の
こ

と
、
内
外
よ
り

大
勢
の
人
が
集

ま
り
曳
く
里
曳

き
の
始
ま
り
で

す
。
三
日
間
の

初
日
は
、
途
中

ま
で
の
曳
行
、

二
日
目
は
、
い

よ
い
よ
御
柱
が

境
内
に
曳
き
つ
け
ら
れ
ま
す
。
一
と
四
の
御

柱
は
、
鳥
居
前
の
大
曲
。
二
と
三
の
御
柱
は
、

国
道
を
勇
壮
に
曳
い
て
き
ま
す
。
鳥
居
の
前

で
一
度
止
ま
り
、
お
祓
い
を
し
ま
す
。
そ
こ

か
ら
、
今
一
度
心
を
一
つ
に
一
気
に
境
内
に

曳
き
入
れ
ま
す
。
大
勢
の
人
が
御
柱
と
共
に

流
れ
込
み
、
賑
わ
い
が
増
し
ま
す
。
四
本
と

も
曳
き
込
み
、
建
立
の
位
置
で
曳
行
は
終
わ

り
、
大
切
な
お
祭
り
の
一
つ
で
あ
る
御
柱
大

祭
が
斎
行
さ
れ
ま
す
。
落
ち
着
き
を
取
り
戻

し
た
境
内
に
雅
楽
の
音
色
が
響
き
渡
り
、
神

楽
舞
青
年
団
六
社
に
よ
る
舞
の
数
々
が
境
内

を
更
に
彩
り
ま
し
た
。
三
日
目
、
昨
夜
の
お

酒
の
影
響
も
な
く
、
爽
や
か
な
朝
を
迎
え
ま

し
た
。
心
配
を
し
て
い
た
天
気
も
、
氏
子
の

皆
さ
ん
の
気
持
ち
が
届
き
、
晴
天
に
恵
ま
れ
、

御
柱
祭
で
最
も
注
目
さ
れ
る
建
御
柱
の
日
が

や
っ
て
き
ま
し
た
。
記
念
撮
影
が
終
わ
り
、

人
も
境
内
に
溢
れ
か
え
る
中
、
木
遣
り
の
声

が
響
き
い
よ
い
よ
始
ま
り
ま
し
た
。
一
緒
に

聳
え
立
つ
様
子
を
見
て
い
た
か
っ
た
の
で
す

が
、
境
内
の
盛
り
上
が
り
を
よ
そ
に
未
だ
人

気
の
高
い
御
朱
印
の
対
応
に
追
わ
れ
、
や
っ

と
外
に
出
る
と
、
一
之
御
柱
が
建
つ
寸
前
、

柱
の
て
っ
ぺ
ん
に
勇
敢
に
も
立
っ
て
い
る
人

た
ち
は
、
格
好
よ
く
輝
い
て
見
え
ま
し
た
。

順
に
御
柱
が
建
ち
、
真
新
し
い
木
の
枠
、
注

連
縄
を
取
り
付
け
根
固
め
の
神
事
。
四
之
御

柱
ま
で
終
え
る

と
、
そ
の
ま
ま

終
了
の
報
告
祭

を
行
い
、
そ
こ

に
出
揃
っ
た
建

方
衆
は
、
と
て

も
誇
ら
し
い
顔

を
し
て
い
た
の

を
今
で
も
覚
え

て
い
ま
す
。
そ

の
後
、
建
方
衆
を
慰
労
す
る
為
の
宴
席
を
神

楽
殿
で
行
い
な

が
ら
、
夜
も
ふ

け
て
い
き
ま
し

た
。
心
を
一
つ

に
行
わ
れ
る
御

柱
。
無
事
に
終

わ
っ
た
こ
と
を

感
謝
し
つ
つ
、

人
の
力
と
気
持

ち
の
強
さ
を
再

度
、
実
感
し
た

お
祭
り
と
な
り

ま
し
た
。

浦安の舞

鳥居前の祓い

建御柱万歳

勇壮な建御柱

雲助長持ち青年団六社連合の奉納
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『
神
州
』
第
一
三
四
号
の
表
紙
に
は
、
鳥
の
よ

う
な
形
を
し
た
薙
鎌
が
掲
載
さ
れ
、
小
谷
村
の

大
宮
諏
訪
神
社
の
杉
本
宮
司
が
「
国

く
に
さ
か
い
さ
か
い
み

堺
境
見
の

神
事
」
と
し
て
、
諏
訪
大
社
御
柱
の
前
年
に
国

境
の
神
木
に
打
ち
付
け
る
行
事
か
ら
、
薙
鎌
の

解
説
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

八
月
の
最
終
日
曜
日
、
諏
訪
大
社
宮
司
が
大

宮
諏
訪
神
社
へ
参
向
し
て
、
薙
鎌
一
口
を
宮
司

へ
渡
し
、
神
前
に
奉
献
す
る
奉ほ

う
こ
く
ほ
う
け
ん
さ
い

告
奉
献
祭
が
執

り
行
わ
れ
ま
す
。
翌
日
、
も
う
一
口
の
薙
鎌
の

入
っ
た
唐か

ら
れ
つ櫃
が
丑
年
に
小
倉
明
神
、
未
年
に
境

の
宮
へ
運
ば
れ
、
薙
鎌
は
神
木
に
打
ち
込
ま
れ

ま
す
。

　

神
事
の
薙
鎌
は
諏
訪
大
社
か
ら
も
た
ら
さ

れ
、
諏
訪
大
社
宮
司
と
大
宮
諏
訪
神
社
宮
司
が

主
役
で
す
。薙
鎌
打
ち
は
信
濃
の
国
境
を
示
し
、

諏
訪
明
神
の
神し

ん
い威
の
直
接
及
ぶ
範
囲
を
示
す
神

事
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
の
で
、
薙
鎌
は
間

違
い
な
く
諏

訪
信
仰
に
関

わ
る
重
要
な

神
器
で
す
。

　

諏
訪
大
社

の
催
さ
れ
る

い
く
つ
か
の

行
事
に
も
薙
鎌
が
登
場
し
ま
す
。
二
月
一
日
の

下し
も
し
ゃ社
の
春
の
遷せ
ん
ざ
さ
い

座
祭
は
前
年
の
八
月
一
日
か
ら

秋あ
き
み
や宮
に
祭
ら
れ
て
い
た
ご
神
体
の
御み
た
ま
し
ろ

霊
代
を
春は
る

宮み
や

へ
と
遷う
つ

す
行
事
で
す
。神
主
が
先
頭
に
な
り
、

白
装
束
で
柄
の
つ
い
た
薙
鎌
を
持
つ
二
人
、
幟

の
ぼ
り

旗ば
た

な
ど
を
手
に
し
た
氏
子
た
ち
、
さ
ら
に
御
霊

代
が
乗
っ
た
神
輿
な
ど
が
続
き
ま
す
。
こ
の
際

の
薙
鎌
は
、
行
列
の
威い

よ
う容
を
整
え
る
た
め
の
威い

儀ぎ
も
の物
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
威
儀
物
と
い

え
ば
弓ゆ

み

・
箭や

・
胡や
な
ぐ
い簶
・
太た

ち刀
・
桙ほ
こ

・
盾た
て

な
ど
の

武
器
が
中
心
で
す
か
ら
、
薙
鎌
に
は
武
器
と
し

て
の
要
素
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ

う
。

　

行
列
で
用
い
ら
れ
る
薙
鎌
は
柄
の
先
に
付
け

ら
れ
、
全
体
が
丸
い
形
で
、
目
が
開
い
て
い
て
、

顔
は
下
を
向
き
、
嘴

く
ち
ば
しの
角
度
が
下
が
っ
て
い
る

た
め
に
、や
や
う
な
だ
れ
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。

薙
鎌
の
新
た
な
理
解
を
目
指
し
て
　
１

薙
鎌
の
新
た
な
理
解
を
目
指
し
て
　
１

長
野
県
立
歴
史
館

　特
別
館
長

　笹
本

　正
治

「
特 

別 

寄 

稿
」

「
特 

別 

寄 

稿
」

　

本
号
の
特
別
寄
稿
文
は
長
野
県
立
歴

史
館
特
別
館
長
笹
本
正
治
先
生
に
ご
執

筆
い
た
だ
き
ま
し
た
。
笹
本
先
生
は
、
信

州
大
学
名
誉
教
授
。
専
攻
は
日
本
中
世

史
・
近
世
史
で
す
。
信
州
大
学
教
授
、
同

学
副
学
長
を
経
て
、
平
成
二
十
八
年
よ

り
長
野
県
の
歴
史
、
考
古
、
民
俗
な
ど

を
総
合
し
た
長
野
県
立
歴
史
館
の
特
別

館
長
と
し
て
精
力
的
に
活
動
を
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

近
年
は
御
柱
祭
に
使
用
す
る
薙
鎌
に

つ
い
て
、
各
地
を
渉
猟
さ
れ
論
究
を
進

め
て
い
ま
す
。
庁
報
『
神
州
』
で
は
寄

稿
い
た
だ
い
た
論
文
を
本
号
か
ら
数
号

に
分
け
て
掲
載
し
て
い
き
ま
す
。

境の宮諏訪神社　神木の薙ぎ鎌（小谷村）

１　

現
代
の
薙
ぎ
鎌

　

令
和
四
年
（
二
〇
二
二
）
一
月
一
日
発
行
の
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正
面
か
ら
見
る
の
で
は
な
く
、
下
か
ら
見
上
げ

さ
せ
る
た
め
に
こ
の
よ
う
な
形
に
な
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
背
の
側
に
は
頭
の
下
か
ら
十
三
の
羽は

ね

（
鰭
う
ろ
こ、
以
下
便
宜
上
羽
で
統
一
）
の
よ
う
な
刻

み
が
つ
い
て
い
ま
す
。
嘴
は
尖
っ
て
閉
じ
、
嘴

の
中
に
切
れ
目
が
刻
ま
れ
て
い
る
も
の
や
、
先

が
あ
い
て
い
る
も
の
な
ど
変
化
が
あ
り
ま
す
。

同
じ
場
に
並
ぶ
薙
鎌
は
毎
年
作
り
替
え
ま
せ
ん

の
で
、
必
ず
し
も
同
じ
形
で
は
な
い
の
で
す
。

　

い
ず
れ
に
し
ろ
、
薙
鎌
は
諏
訪
信
仰
と
は

切
っ
て
見
き
れ
な
い
関
係
に
あ
り
ま
す
。
上か

み
し
ゃ社

の
御
柱
に
際
し
て
は
、
里さ

と
ひ曳
き
の
時
に
御
柱
を

迎
え
に
い
く
「
お
舟
」
と
呼
ば
れ
る
御み

こ
し輿
と
、

二
口
の
薙
鎌
が
出
ま
す
。
加
え
て
上
社
で
は
宝ほ

う

殿で
ん

の
造
営
が
竣
工
す
る
と
正
面
の
御
扉
に
薙
鎌

を
打
ち
ま
す
。
加
え
て
、
上
社
の
御お

ん
と
う
さ
い

頭
祭
、
酉と
り

の
祭
に
際
し
て
は
、
威
儀
物
と
し
て
六
本
の
薙

鎌
が
並
び
立
ち
ま
す
。

　

諏
訪
大
社
で
は
御
柱
の
前
年
に
御
柱
用
材
八

本
を
正
式
に
決
め
る
「
本
見
立
て
」
が
執
行
さ

れ
ま
す
。
上
社
で
は
八
本
の
モ
ミ
の
巨
木
が
選

ば
れ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
木
に
名
称
札
と
注し

連め
な
わ縄
を
取
り
付
け
、
薙
鎌
が
打
ち
付
け
ら
れ
ま

す
。
か
つ
て
は
伐
採
ま
で
付
け
て
置
い
た
の
で

す
が
、
盗
難
の
恐
れ
か
ら
、
今
は
抜
か
れ
て
い

ま
す
。薙
鎌
は
現
在
の
使
わ
れ
方
か
ら
す
る
と
、

国
境
を
示
す
シ
ン
ボ
ル
、
儀
式
の
威
厳
を
保
つ

た
め
の
威
儀
物
、
御
柱
で
あ
る
象
徴
、
神
聖
な

場
所
で
あ
る
こ
と
を
示
す
手
段
な
ど
、
多
く
の

要
素
を
持
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
敵
を
威
嚇
す

る
武
器
の
性
格
も
帯
び
て
い
る
よ
う
で
す
。「
な

ぎ
」
が
「
凪な

ぐ
」
に
通
じ
る
こ
と
か
ら
風
雨
鎮

護
、
諸
難
薙な

ぎ
祓は
ら

う
の
意
味
が
あ
る
と
し
て
、

風
を
切
る
あ
る
い
は
水
を
切
っ
て
水
害
か
ら

守
っ
て
く
れ
る
、
さ
ら
に
雨
乞
い
で
水
を
も
た

ら
し
て
く
れ
る
、
と
い
っ
た
説
明
も
な
さ
れ
ま

す
。
さ
ら
に
諏
訪
神
の
信
州
開
拓
の
象
徴
だ
と

も
い
わ
れ
ま
す
。

　

平
成
三
年
（
一
九
九
一
）
九
月
、
明
治
十
七

年
（
一
八
七
四
）
に
北
安
曇
郡
小
谷
村
に
送
っ

た
と
思
わ
れ
る
薙
鎌
の
原
寸
図
が
見
つ
か
り
ま

し
た
。
そ
こ
で
、
平
成
四
年
（
一
九
九
二
）
の

御
柱
祭
か
ら
は
、
そ
の
図
に
従
っ
て
茅
野
市
玉

川
の
山
田
地
区
の
鋸
鍛
冶
衆
「
金
山
講
」
の
皆

さ
ん
が
製
作
し
た
薙
鎌
を
使
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
薙
鎌
は
長
さ
三
十
一
セ
ン
チ
、
厚
さ
一
ミ
リ

余
で
、
背
中
に
は
羽
が
、
嘴
の
す
ぐ
上
か
ら
頭

部
後
方
ま
で
、
後
ろ
に
向
か
っ
て
十
三
刻
ま
れ

て
い
ま
す
。
羽
の
先
は
尖
っ
て
い
て
、
鋸
の
歯

に
も
見
え
ま
す
。
頭
部
の
嘴
の
よ
う
に
見
え
る

部
位
は
上
下
が
三
角
形
に
カ
ッ
ト
さ
れ
て
、
あ

た
か
も
鳥
が
口
を
あ
け
て
い
る
か
の
よ
う
で

す
。
嘴
の
よ
う
に
見
え
る
部
分
の
後
に
は
目
が

開
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在
で
は
御
柱
祭
を
行

う
に
際
し
て

多
く
の
場

合
、
諏
訪
大

社
か
ら
こ
の

薙
鎌
が
頒
与

さ
れ
て
い
ま

す
。

御柱祭の薙ぎ鎌

令和4年の薙鎌〔小川神社〕 昭和49年の薙鎌〔小川神社〕
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各
委
員
会
事
業
報
告

て
い
る
。
委
員

会
の
枠
を
超
え

て
連
携
的
に
取

り
組
む
こ
と
で

委
員
会
活
動
の

幅
を
広
げ
る
こ

と
が
で
き
た
こ

と
に
感
謝
を
申

し
上
げ
た
い
。

　

今
年
度
の
委

員
会
は
多
く
の
委
員
に
参
加
を
い
た
だ
き
、

活
発
な
議
論
の
も
と
で
企
画
運
営
が
で
き
た

よ
う
に
思
う
。
コ
ロ
ナ
禍
で
の
研
修
会
開
催

は
非
常
に
厳
し
く
、
ま
た
未
来
を
見
据
え
た

祭
祀
の
興
隆
に
繋
が
る
提
案
が
多
く
出
さ

れ
、
時
代
に
適
応
す
る
意
味
に
お
い
て
Ｓ
Ｎ

Ｓ
を
始
め
と
す
る
所
謂
ネ
ッ
ト
広
報
や
、
兼

職
と
本
職
で
で
き
る
教
化
活
動
が
違
っ
て
く

る
こ
と
な
ど
を
今
後
の
課
題
と
し
て
受
け
止

め
て
、
委
員
会
と
し
て
の
結
論
を
持
ち
た
い

と
考
え
て
い
る
。
常
に
前
向
き
で
活
発
な
委

員
の
皆
様
に
助
け
ら
れ
な
が
ら
の
学
び
多
き

一
年
に
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。

祭
祀
委
員
会
活
動
報
告

�

祭
祀
委
員
長
　
清
住
邦
廣

　

令
和
四
年
度
の
祭
祀
委
員
会
は
主
に
、

一
、
各
種
研
修
会
の
開
催

二
、
神
社
参
拝
促
進
事
業
に
つ
い
て

三
、	

神
拝
詞
の
作
成
に
つ
い
て

と
い
う
以
上
の
三
点
を
軸
に
進
め
て
き
た
。

　

一
、
に
つ
い
て
は
神
職
と
し
て
得
る
べ
き

知
識
、
ま
た
必
要
な
研
修
歴
に
関
わ
る
こ
と

で
あ
り
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
「
ど
う
す
れ

ば
開
催
で
き

る
か
」
と
い

う
前
向
き
な

姿
勢
で
取
り

組
み
、
雅
楽

研
修
会
・
浦

安
の
舞
研
修

会
・
祭
祀
舞

研
修
会
を
開

催
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
受
講
者
、
主
催
者
が
安
心
し
て

開
催
で
き
る
よ
う
、
よ
り
精
度
の
高
い
薬
事

承
認
さ
れ
た
抗
原
検
査
キ
ッ
ト
を
配
布
し
、

当
日
の
朝
に
体
調
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
と
と
も

に
提
出
を
求
め
た
。
ま
た
、
国
や
県
の
発
出

す
る
警
戒
レ
ベ
ル
に
よ
り
開
催
の
有
無
を
決

定
す
る
為
、
案
内
発
送
時
、
締
切
時
、
開
催

一
週
間
前
を
判
断
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
し
た
。

　

二
、
に
つ
い
て
は
県
内
各
神
社
、
各
支
部
、

ま
た
神
社
相
互
の
連
携
的
な
取
り
組
み
を
学

ぶ
為
に
、
委
員
会
研
修
会
を
開
催
し
た
。
第

一
回
は
松
本
市	

岩
崎
神
社
に
て
森
井
禰
宜

に
、
第
二
回
は
木
曽
町
日
義	

南
宮
神
社
に
て

越
取
宮
司
よ
り
講
義
を
賜
っ
た
。
何
れ
も
氏

子
崇
敬
者
の
為
に
ど
ん
な
教
化
活
動
を
行
っ

て
い
る
の
か
、
宣
伝
広
報
の
観
点
や
、
地
域

的
な
特
色
と
共
に
貴
重
な
お
話
を
伺
っ
た
。

今
後
も
委
員
会
と
し
て
多
く
の
情
報
を
収
集

し
、
知
ら
な
け
れ
ば
知
り
得
な
い
「
教
化
活

動
」
を
何
か
し
ら
の
成
果
物
と
し
て
伝
え
て

い
く
道
を
模
索
し
て
い
き
た
い
。

　

三
、
に
つ
い
て
は
神
社
庁
よ
り
の
依
頼
事

項
と
な
り
、
教
化
部
教
化
委
員
会
と
連
携
し
、

家
庭
で
行
え
る
禊
と
神
拝
詞
の
作
成
を
進
め

第一回委員会研修会　松本市　岩崎神社

第二回委員会研修会　木曽町日義　南宮神社
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の
理
解
が
少
し
で
も
深
ま
る
こ
と
を
願
っ
て

お
り
ま
す
。

教
化
委
員
会

　
神
道
行
法
錬
成
研
修
会
に
参
加
し
て

�

水
無
神
社
　
祢
宜
　
宮
田
伊
織

　

私
は
神
道
行
法
は
神
明
に
奉
仕
す
る
神
職

に
と
っ
て
最
も
重
要
な
次
第
で
あ
り
、
そ
れ

を
行
う
こ
と
で
気
持
ち
を
清
浄
に
し
、
布
都

御
魂
神
、
布
留
御
魂
神
の
お
力
を
頂
戴
し
、

自
分
自
身
の
魂
を
奮
い
起
こ
す
こ
と
で
大
神

様
の
御
心
に
近
づ
け
る
と
考
え
る
。
ま
た
、

一
方
で
多
く
の
神
職
に
と
っ
て
馴
染
み
が
薄

く
、
と
っ
つ
き
に
く

い
分
野
だ
と
思
う
。

思
い
起
こ
せ
ば
、
私

が
指
定
実
習
を
受
け

て
初
め
て
神
道
行
法

を
行
っ
た
時
は
、「
何

故
、
褌
姿
で
こ
ん
な

こ
と
を
す
る
の
か
」

と
い
う
の
が
正
直
な

感
想
で
、
好
奇
の
目

調
査
委
員
会
活
動
報
告

�

調
査
委
員
長
　
宇
治
橋
牧
子

　

昨
年
十
一
月
二
日
よ
り
一
週
間
に
わ
た

り
、
四
柱
神
社
斎
館
を
お
借
り
し
「
長
野
県

神
社
御
朱
印
展
」
を
開
き
ま
し
た
。
一
社
に

つ
き
一
枚
、
計
百
九
社
の
パ
ネ
ル
を
展
示
。

千
四
百
七
十
人
の
方
に
ご
来
場
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

四
柱
神
社
様
の
参
拝
に
い
ら
し
た
方
に
多

く
お
立
ち
寄
り
い
た
だ
き
、
ま
た
、
三
日
文

化
の
日
は
「
松
本
城
お
城
ま
つ
り
」
が
あ
り
、

周
辺
は
歩
行
者
天
国
。
D
Ｊ
ポ
リ
ス
が
登
場

す
る
ほ
ど
の
大
変
な
賑
わ
い
で
し
た
。
観
光

客
も
多
く
、
海

外
の
方
も
来

館
。「
御
朱
印

と
は
何
か
」
を

多
く
の
方
に

知
っ
て
い
た
だ

く
機
会
と
な
り

ま
し
た
。

　

会
場
に
は
、

委
員
が
一
日
三

名
、
白
衣
白

袴
で
常
駐
し
、

一
つ
一
つ
手

作
り
し
た
記

念
品
（
写
真

参
照
）
を
先

着
千
名
に
進

呈
。
中
日
に
終
了
し
ま
し
た
が
、
若
い
女
性

に
も
大
変
好
評
で
し
た
。

　

会
場
で
は
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
を
渡
し
、
年

代
や
性
別
、
感
想
等
を
訊
き
ま
し
た
。
約
九

割
の
方
に
ご
回
答
い
た
だ
き
、
一
般
の
方
が

御
朱
印
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
、
生

の
声
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
自
由
記

述
の
欄
で
は
「
県
内
神
社
を
知
る
き
っ
か
け

に
な
っ
た
」「
御
朱
印
を
受
け
ら
れ
る
神
社

の
多
さ
に
驚
い
た
」「
定
期
的
に
開
催
し
て

ほ
し
い
」
と
い
っ
た
感
想
や
意
見
が
目
立
ち

ま
し
た
。
こ
の
約
千
三
百
枚
の
ア
ン
ケ
ー
ト

は
「
御
朱
印
に
関
す
る
調
査
」
と
位
置
付
け

て
取
り
纏
め
て
参
り
ま
す
。

　

ま
た
、
全
来
場
者
に
本
庁
の
教
化
資
料
三

点
を
配
布
致
し
ま
し
た
。
御
朱
印
の
み
な
ら

ず
、
神
社
、
神
宮
大
麻
に
つ
い
て
一
般
の
方

四柱神社参集殿

御朱印帳用栞と留め紐のセット

禊
みそぎじょう

場
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て
お
宮
へ
の

奉
仕
を
期
待

し
て
い
ま
し

た
。

　

中
学
一
年

生
は
友
達
も

誘
っ
て
大
勢

参
加
し
、
保

護
者
も
含
め

二
十
三
名
の

参
加
を
い
た

だ
き
ま
し

た
。

　

一
日
目
の

バ
ス
内
で
は
手
水
や
参
拝
の
仕
方
な
ど
を
学

習
し
、
神
宮
に
到
着
後
は
正
式
参
拝
と
お
神

楽
の
奉
納
を
済
ま
せ
、
お
は
ら
い
町
や
お
か

げ
横
丁
を
散
策
し
神
宮
会
館
に
宿
泊
し
ま
し

た
。
夕
食
時
に
は
、
マ
ナ
ー
の
口
添
え
で
、

お
櫃
か
ら
ご
飯
を
「
盛
る
」
で
は
な
く
「
よ

そ
う
」、「
炊
飯
ジ
ャ
ー
で
は
天
地
返
し
を
し

て
、
余
計
な
水
分
を
飛
ば
す
と
お
い
し
く
食

べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
」、「
よ
そ
う
」
時
に

「
ふ
っ
く
ら
す
る
よ
う
に
二
回
か
三
回
に
分

に
晒
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
苛
立
ち
の
思
い

も
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
奉
職
後
に
二
度
の
神

道
行
法
を
行
う
機
会
が
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ

も
気
持
ち
に
折
り
合
い
を
つ
け
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
今
回
、
長
野
県
神
社

庁
教
化
部
主
催
の
神
道
行
法
錬
成
研
修
会
へ

の
参
加
は
自
分
自
身
の
変
化
が
問
わ
れ
る
も

の
で
あ
っ
た
。
研
修
会
当
日
、
寒
空
の
下
、

禊
祓
が
行
わ
れ
た
。
鉢
巻
と
褌
を
身
に
着
け
、

道
彦
に
従
い
無
我
夢
中
に
身
体
を
動
か
し
声

を
出
し
心
を
真
っ
新
な
状
態
に
持
っ
て
い
こ

う
と
す
る
こ
と
で
邪
念
が
祓
わ
れ
清
浄
な
状

態
に
近
づ
く
と
い
う
感
覚
を
今
回
は
無
事
に

会
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。
そ
の
後
、

鎮
魂
が
厳
か
な
雰
囲
気
の
中
行
わ
れ
、
心
が

静
ま
っ
た
と
こ
ろ
で

研
修
会
は
幕
を
閉
じ

た
。
さ
て
、
神
職
の

多
く
は
今
回
の
よ
う

な
研
修
会
に
参
加
し

な
け
れ
ば
禊
祓
と
鎮

魂
を
行
う
機
会
を
得

る
こ
と
が
大
変
難
し

く
、
参
加
し
よ
う
と

し
て
も
敷
居
が
高
く
敬
遠
し
て
し
ま
う
方
も

多
い
と
思
う
。
し
か
し
、
気
軽
に
参
加
し
て

み
る
こ
と
で
知
見
が
広
が
り
、
神
職
同
士
の

親
睦
も
深
め
る
良
い
機
会
に
な
る
と
思
う
の

で
、
ま
だ
参
加
し
た
こ
と
の
な
い
神
職
の
方

は
是
非
出
て
い
た
だ
き
た
い
。

コ
ロ
ナ
禍
で
三
年
の
中
止

�

再
開
さ
れ
た
子
供
参
宮
団

青
少
年
対
策
推
進
委
員
会
　
副
委
員
長
　
片
山
　
求

　
第
二
十
五
回
目
の
子
供
参
宮
団
と
し
て
は
、

募
集
は
百
名
で
し
た
が
、
全
県
か
ら
ス
タ
ッ

フ
の
委
員
や
付
き
添
い
神
職
を
含
め
総
勢

百
二
十
名
余
り
の
参
加
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　

今
回
、
子
供
参
宮
団
に
下
高
井
支
部
か
ら

参
加
し
た
子
供
た
ち
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
各
神

社
の
催
し
が
制
限
さ
れ
、
舞
姫
や
獅
子
の
お

稽
古
が
で
き
ず
に
い
た
子
供
た
ち
が
中
心
で

し
た
。

　

参
宮
団
に
初
め
て
個
人
で
参
加
し
た
子
供

の
中
に
は
、
三
年
前
の
当
時
小
学
校
四
年
生

た
ち
が
い
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
高
学
年
と
し

鎮魂

第25回　参宮団　北信ローカル掲載
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け
る
と
お
い
し
く
い
た
だ
け
る
」
こ
と
も
伝

え
、
み
ん
な
実
践
し
て
く
れ
ま
し
た
。
一
粒

も
残
さ
ず
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
て
食
べ

き
っ
て
く
れ
て
い
ま
し
た
。

　

翌
日
は
雨
風
の
影
響
で
、
予
定
し
た
遊
園

地
か
ら
名
古
屋
港
水
族
館
へ
変
更
と
な
り
ま

し
た
が
周
遊
を
楽
し
ん
で
帰
路
に
つ
き
ま
し

た
。

　

中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
三
年
間
は
、
移

動
制
限
や
行
動
制
限
で
催
し
物
が
中
止
さ
れ

て
、
コ
ロ
ナ
禍

に
自
由
が
奪
わ

れ
ま
し
た
。
委

員
と
共
に
綿
密

な
計
画
を
立
て

た
お
陰
で
、
バ

ス
内
に
は
子
供

た
ち
の
笑
い
声

と
笑
顔
が
満
ち

あ
ふ
れ
て
い
ま

し
た
。
以
下
に

作
文
を
紹
介
し

ま
す
。

第25回　参宮団　手水

し
た
と
き
は
、
か
み
さ
ま
が
い
っ
ぱ
い
い
る
よ
う
に
か
ん

じ
ま
し
た
。
か
み
さ
ま
は
い
つ
も
わ
た
し
た
ち
を
ま
も
っ

て
く
れ
て
い
る
の
で
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。
わ
た
し
た
ち

が
し
あ
わ
せ
に
く
ら
せ
て
い
る
の
は
、
か
み
さ
ま
の
お
か

げ
と
し
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
か
ら
、
や
さ
し
く
や
く
に
た
つ
人
に
な
り
た
い
と

お
も
い
ま
し
た
。
な
ん
で
も
あ
り
が
と
う
と
い
う
か
ん

し
ゃ
の
き
も
ち
を
ず
っ
と
も
っ
て
い
た
い
で
す
。

�

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

あ
た
た
か
く
、
ま
る
で
辺
り
一
帯
が
一
つ
に
な
っ
て
い
る

か
の
よ
う
に
感
じ
た
の
は
昔
か
ら
人
々
に
根
付
い
て
い

る
信
仰
心
が
私
に
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

普
段
の
生
活
で
は
な
か
な
か
気
付
く
こ
と
が
で
き
な
い

悠
久
の
時
の
流
れ
に
少
し
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う

で
本
当
に
貴
重
な
体
験
が
で
き
た
の
だ
な
と
嬉
し
く
思

い
ま
し
た
。

　
御
神
楽
は
一
つ
一
つ
の
動
き
が
と
て
も
丁
寧
で
流
れ

る
よ
う
に
進
む
時
の
中
、
思
わ
ず
見
入
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
あ
の
美
し
い
時
の
流
れ
も
神
様
へ
の
思
い
か
ら
来
て

い
る
の
で
し
ょ
う
。
何
千
年
も
の
間
、
受
け
継
が
れ
て
き

た
そ
の
心
は
ぜ
ひ
こ
れ
か
ら
も
伝
わ
っ
て
い
っ
て
ほ
し

い
と
思
い
ま
す
。

　
日
常
生
活
で
は
気
が
付
か
な
い
も
の
、
触
れ
る
こ
と
が

で
き
な
い
も
の
を
沢
山
感
じ
、
見
つ
め
る
こ
と
が
出
来
た

一
日
に
な
り
ま
し
た
。
ぜ
ひ
も
う
一
度
、
ま
た
新
た
な
気

付
き
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
訪
れ
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。�

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

か
み
さ
ま
あ
り
が
と
う

�

小
二

　
き
ょ
う
は
、
い
せ
じ
ん
ぐ
う
に
行
き
ま
し
た
。
た
く
さ

ん
の
木
が
あ
り
ま
し
た
。
お
花
や
鳥
や
は
し
が
あ
り
ま
し

た
。
き
れ
い
な
川
も
あ
り
ま
し
た
。
手
を
あ
ら
っ
た
ら
と

て
も
つ
め
た
か
っ
た
け
ど
き
も
ち
よ
か
っ
た
で
す
。川
は
、

み
ど
り
で
た
い
よ
う
が
あ
た
っ
て
キ
ラ
キ
ラ
し
て
い
ま

し
た
。
と
て
も
す
て
き
で
し
た
。
じ
ん
ぐ
う
で
お
ま
い
り

お
伊
勢
参
り

�

中
三

　
長
野
県
か
ら
バ
ス
で
約
六
時
間
。私
は
初
め
て
三
重
県
、

伊
勢
に
参
り
ま
し
た
。
以
前
か
ら
ぜ
ひ
訪
れ
て
み
た
い
と

思
っ
て
い
た
場
所
の
一
つ
だ
っ
た
た
め
と
て
も
楽
し
み

に
し
て
い
ま
し
た
。

　
幸
い
、
天
候
に
も
恵
ま
れ
晴
れ
渡
る
青
々
と
し
た
空
の

下
、
こ
の
伊
勢
の
地
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま

ず
驚
い
た
こ
と
は
神
宮
を
囲
む
樹
木
の
大
き
さ
で
す
。
私

は
山
奥
に
暮
ら
し
て
い
る
の
で
ま
さ
か
こ
ん
な
と
こ
ろ

に
驚
く
と
は
と
意
表
を
つ
か
れ
て
気
分
で
し
た
。
天
ま
で

と
ど
く
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ほ
ど
し
な
や
か
に
大
き

く
太
く
の
び
て
い
る
木
々
、
そ
し
て
そ
の
木
漏
れ
日
は
息

を
飲
む
美
し
さ
で
し
た
。

　
今
回
訪
れ
る
こ
と
が
出
来
た
内
宮
は
厳
か
な
雰
囲
気

に
つ
つ
ま
れ
て
お
り
言
葉
に
し
な
く
て
も
そ
の
神
聖
さ

が
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
で
す
が
、ど
こ
か
な
つ
か
し
く
、
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岩
場
の
多
い
戸
隠
連
峰
は
古
く
か
ら
山
岳

修
験
の
霊
場
と
し
て
、
全
国
各
地
か
ら
修
験

者
が
集
っ
た
場
所
で
す
。
平
安
末
期
、
後
白

河
法
皇
編
纂
の
『
梁
り
ょ
う
じ
ん
ひ
し
ょ
う

塵
秘
抄
』
に
は
「
四
方

の
霊
験
所
は
伊
豆
の
走
り
湯
、
信
濃
の
戸
隠
、

駿
河
の
富
士
の
山
云
々
」
と
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
修
験
時
代
の
女
人
禁
制
は
明
治
五
年
に

解
か
れ
、
現
在
で
は
四
季
を
通
じ
て
登
山
を

楽
し
む
人
た
ち
が
訪
れ
ま
す
。
し
か
し
な
が

ら
修
験
の
山
に
は
い
く
つ
も
の
難
所
が
あ

り
、
転
落
遭
難
事
故
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

　
（
一
社
）戸
隠

観
光
協
会
で
は

毎
年
、
戸
隠
神

社
本
社（
奥
社
）

に
て
登
山
者
の

安
全
を
祈
願
し

て
お
り
ま
す
。

特
に
今
年
は
戸

隠
観
光
協
会
創

立
九
十
周
年
記

念
事
業
と
し
て

六
月
七
日
、
関

係
諸
機
関
を
は

じ
め
多
数
の
来

賓
を
迎
え
特
別

な
開
山
式
を
執

り
行
い
ま
し

た
。
奥
社
参
道

口
よ
り
白
装
束

の
杖
祓
い
を
先

頭
に
法
螺
貝
・
太
鼓
の
音
祓
い
と
共
に
戸
隠

神
社
楽
部
・
山
岳
救
助
隊
・
警
察
・
消
防
・

来
賓
者
等
総
勢
百
余
名
の
行
列
は
二
㎞
の
参

道
を
奥
社
に
向
か
い
、
水
野
宮
司
に
よ
り
戸

隠
山
安
全
祈
願
祭
が
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。
参

道
途
中
に
あ
る
大
講
堂
址
で
は
開
山
式
が
行

わ
れ
、
登
山
道
の
注
連
縄
切
り
・
登
り
初
め
・

戸
隠
神
社
太
々
神
楽
（
長
野
県
無
形
民
俗
文

化
財
）
十
座
の
内
、
修
験
の
所
作
を
伝
え
る

舞
三
座
・
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
閉
会
式
で
の

和
太
鼓
奏
者
「
佐
藤
健
作
氏
」
に
よ
る
和
太

鼓
演
奏
・
金き
ん
ぷ
せ
ん
じ
ほ
ん
そ
う
ほ
ら
し

峯
山
寺
本
宗
法
螺
師
（
戸
隠
流

法
螺
師
）「
宮
下
覚か
く
せ
ん詮
氏
」
に
よ
る
法
螺
貝

演
奏
が
奉
納
さ
れ
、
そ
の
音
色
は
戸
隠
山
の

峰
々
に
響
き
渡
り
、
参
道
を
行
き
交
う
参
拝

者
も
足
を
止
め
て
聞
き
入
っ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
大
講
堂
址
と
は
、
奥
社
参
道
杉
並
木

を
抜
け
た
旧
院
坊
跡
上
部
北
側
に
位
置
し
、

ゼ
ロ
磁
場
と
も
言
わ
れ
る
特
別
な
場
所
で

す
。
礎
石
は
径
一
ｍ
程
度
の
も
の
が
縦
十
横

六
基
の
格
子
目
に
配
置
さ
れ
相
当
大
き
な
講

堂
屋
敷
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
、
十
三
世
紀

初
頭
頃
ま
で
存
在
し
て
い
た
と
さ
れ
ま
す
。

　

発
掘
以
来
こ
の
地
に
於
い
て
の
行
事
は
今

回
が
初
め
て
の
こ
と
で
あ
り
、
修
験
色
も
交

え
て
行
わ
れ
た

こ
と
は
大
変
に

意
義
深
い
こ
と

と
感
じ
、
登
山

者
の
安
全
を
よ

り
祈
念
致
す
と

こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。

編
集
委
員

�

辻　

明
紀

戸
隠
山
安
全
祈
願
祭
及
び
開
山
式

奥社参道杉並木を進む参拝行列

法螺貝 宮下覚詮氏　太鼓 佐藤健作氏

戸隠神社太々神楽「随身の舞」
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入
社
よ
り
数
年
間
、
出
仕
と
し
て
修
業
の

時
間
を
い
た
だ
き
春
よ
り
権
祢
宜
と
し
て
御

奉
仕
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
身
と
な
り
ま
し

た
。
各
先
輩
方
の
御
指
導
に
よ
り
身
に
つ
い

た
技
術
と
出
仕
か
ら
権
祢
宜
と
い
う
立
場
の

変
化
は
有
り
ま
す
が
、
常
に
謙
虚
な
姿
勢
で

日
々
の
業
務
に
取
り
組
み
、
周
り
か
ら
信
頼

さ
れ
る
神
主
に
な
れ
る
よ
う
精
進
を
重
ね
て

ま
い
り
ま
す
。

　

私
が
百
歳
迄
神
職
を
今
の
お
宮
で
奉
仕
し

た
ら
七
十
四
年
の
歳
月
が
あ
る
。
し
か
し
人

の
測
り
で
は
長
く
と
も
神
社
の
創
始
か
ら
今

に
至
る
迄
の
年
数
に
比
べ
れ
ば
七
十
四
と
言

う
数
字
は
誤
差
の
範
囲
だ
ろ
う
。
し
か
し
先

人
達
も
同
じ
歳
月
奉
仕
し
積
み
上
げ
た
過
去

が
あ
る
か
ら
今
も
お
宮
は
健
在
な
の
だ
。
よ

り
良
い
お
宮
を
後
世
へ
残
し
伝
え
て
行
く
べ

く
神
明
奉
仕
に
努
め
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

　

此
度
安
曇
野
市
穂
高
鎮
座
穗
髙
神
社
権
禰

宜
を
拝
命
致
し
ま
し
た
。
昨
年
度
ま
で
県
外

の
神
社
に
て
六
年
間
奉
職
致
し
て
居
り
ま
し

た
が
、
御
縁
を
頂
き
地
元
長
野
に
て
ご
奉
仕

さ
せ
て
い
た
だ
く
事
と
な
り
ま
し
た
。
浅
学

非
才
の
身
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
神
職
を
始

め
氏
子
の
皆
様
方
よ
り
御
指
導
御
鞭
撻
を
賜

り
、
神
社
界
の
発
展
の
た
め
神
明
奉
仕
に
努

め
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。
何
卒
宜
し
く
お
願

い
致
し
ま
す
。

　

此
の
度
、
宇
賀
神
社
権
禰
宜
を
拝
命
し
た

し
ま
し
て
、
古
来
よ
り
日
本
人
が
尊
ん
で
き

た
「
神
様
を
想
う
真
心
」
を
い
の
一
番
に
意

識
し
浄
明
正
直
の
精
神
で
、
ひ
た
す
ら
に
神

明
奉
仕
に
励
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
地

域
の
方
々
と
密
に
繋
が
り
合
い
、
宇
賀
神
社

の
繁
栄
、
地
域
全
体
の
活
性
化
に
貢
献
で
き

る
よ
う
ど
ん
な
こ
と
に
も
盛
ん
に
挑
戦
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
若
輩
者
で
は
ご
ざ

い
ま
す
が
、
今
後
と
も
御
指
導
御
鞭
撻
の
程
、

宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

新
任
神
職
の
横
顔

新
し
く
任
命
さ
れ
た
神
職
を
紹
介
し
ま
す

新
し
く
任
命
さ
れ
た
神
職
を
紹
介
し
ま
す

傘か
さ
ぎ木

　
信の
ぶ
ゆ
き行

�

二
十
八
歳

南
安
曇
支
部

穗
髙
神
社
　
権
祢
宜

田た
が
み上

　
美み

さ

き
沙
紀

�

三
十
一
歳

上
水
内
支
部

宇
賀
神
社
　
権
祢
宜

小こ
ま
つ松

　
聖せ
い
や弥

�

二
十
六
歳

諏
訪
支
部

諏
訪
大
社
　
権
祢
宜

中な
か
が
わ川

　
航こ
う
へ
い平

�

二
十
六
歳

諏
訪
支
部

諏
訪
大
社
　
権
祢
宜
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令
和
四
年
十
一
月
〜

　

神
社
本
庁
表
彰
式
が
五
月
二
十
四
日
神
社

本
庁
鷹
司
尚
武
統
理
ご
臨
席
の
も
と
、
東
京

の
明
治
記
念
館
で
行
わ
れ
た
。

　

奉
仕
神
社
の
施
設
経
営
に
尽
力
し
た
功
労

者
、
敬
神
の
念
が
厚
く
多
年
神
社
の
経
営
に

協
力
し
た
功
労
者
と
し
て
神
職
・
役
員
・
総

代
等
二
百
五
十
七
名
が
晴
れ
の
栄
に
浴
し
た
。

　

本
県
で
は
次
の
四
名
が
栄
誉
を
受
け
た
。

〇
令
和
四
年
度
功
績
表
彰

表
彰
規
程
第
三
条
第
二
号
　
表
彰
状

　
　

子
檀
嶺
神
社
宮
司	

宮
原　
　

滿

　
　

村
上
神
社
宮
司	

竹
内　

忠
男

　
　

小
菅
神
社
宮
司	

鷲
尾　

隆
男

表
彰
規
程
第
三
条
第
三
号
　
表
彰
状

　
　

治
田
神
社
役
員	

髙
村　

征
弘

神
社
本
庁
表
彰
式
　
功
労
者
を
顕
彰

神　

社　

名

本
兼　

職
務

氏　

名

月　

日

支
部
名

昇
級
・
神
職
身
分
一
級

四
柱
神
社

宮
司

宮
坂
信
廣

三・一

松
塩
筑

昇
級
・
神
職
身
分
二
級
上

住
吉
神
社

宮
司

渡
邉
克
彦

三
・
十

南
佐
久

大
宮
五
十
鈴
神
社

宮
司

白
鳥
俊
明

三
・
十

上
伊
那

八
幡
社

宮
司

五
明
貴
寿

三
・
十

更
級

豊
岡
神
社

宮
司

富
岡
晋
一

三
・
十

上
水
内

昇
級
・
神
職
身
分
二
級

諏
訪
社

宮
司

猿
谷
英
俊

四・一

南
佐
久

満
島
神
社

宮
司

遠
山
景
一

四・一

飯
伊

冨
士
山
稲
荷
神
社

祢
宜

市
原
日
貴

四・一

飯
伊

和
泉
神
社

権
祢
宜

遠
藤
綾
子

四・一

松
塩
筑

穗
髙
神
社

権
祢
宜

小
平
和
彦

四・一

南
安
曇

諏
訪
神
社

宮
司

須
澤
清
昭

四・一

南
安
曇

別
表
神
社
宮
司
代
務
者
任
命

穗
髙
神
社

宮
代

保
尊　

勉

四・一

南
安
曇

任
命

八
幡
神
社

兼　

宮
司

三
浦
善
文

十
二・一

飯
伊

御
嶽
神
社

兼　

宮
司

清
住
邦
廣

一・十
五

上
小

飯
沼
神
社

兼　

宮
司

清
住
邦
廣

一・十
五

上
小

愛
宕
神
社

兼　

宮
司

清
住
邦
廣

一・十
五

上
小

二
柱
神
社

兼　

宮
司

清
住
邦
廣

一・十
五

上
小

伊
勢
宮

兼　

宮
司

清
住
邦
廣

一・十
五

上
小

諏
訪
護
國
神
社

本　

権
祢
宜

渡
部
長
治

四・一

諏
訪

大
宮
飯
沼
神
社

兼　

宮
司

今
井　

佑

四・一

上
伊
那

上
宮
外
縣
神
社

兼　

宮
司

今
井　

佑

四・一

上
伊
那

八
幡
神
社

兼　

宮
司

今
井　

佑

四・一

上
伊
那

深
志
神
社

本　

権
祢
宜

大
塚
宗
延

四・一

松
塩
筑

嚴
島
社

兼　

宮
代

保
尊　

勉

四・一

南
安
曇

矢
原
神
明
宮

兼　

宮
代

穗
髙
賢
一

四・一

南
安
曇

諏
訪
神
社

兼　

宮
代

穗
髙
克
彦

四・一

南
安
曇

天
神
社

兼　

宮
司

片
山
光
一

四・一

上
高
井

水
穂
神
社

兼　

宮
司

倉
科
幸
広

四・一

下
高
井

伊
勢
神
社

兼　

宮
司

倉
科
幸
広

四・一

下
高
井

大
山
祇
神
社

兼　

宮
司

倉
科
幸
広

四・一

下
高
井

豊
足
穂
神
社

兼　

宮
司

倉
科
幸
広

四・一

下
高
井

誉
田
別
神
社

兼　

宮
司

倉
科
幸
広

四・一

下
高
井

猿
田
彦
神
社

兼　

宮
司

倉
科
幸
広

四・一

下
高
井

諏
訪
八
幡
社

兼　

宮
司

望
月
俊
仁

四・一

下
高
井

深
沢
神
社

兼　

宮
司

望
月
俊
仁

四・一

下
高
井

豊
受
社

兼　

宮
司

望
月
俊
仁

四・一

下
高
井

日
高
見
神
社

兼　

宮
司

望
月
俊
仁

四・一

下
高
井

寄
附
者
顕
彰�

令
和
四
年
十
一
月
～

支
部
名

神
社
名

鎮
座
地

氏　

名

長
野

玉
依
比
賣
命
神
社

長
野
市

中
曽
祢
和
夫

更
埴

天
皇
子
神
社

千
曲
市

宮
坂
芳
嘉

上
伊
那

子
安
神
社

伊
那
市

草
野
和
幸

上
伊
那

子
安
神
社

伊
那
市

春
日
秀
一
郎

上
伊
那

子
安
神
社

伊
那
市

芦
澤
直
太
朗

長
野
県
神
社
庁
長
感
謝
状
　
三
十
万
円
以
上
寄
附

（137号）神　　　　　州令和５年８月１日（18）



日
里
御
宰
建
神
社

兼　

宮
司

望
月
俊
仁

四・一

下
高
井

越
智
神
社

兼　

宮
司

望
月
俊
仁

四・一

下
高
井

伊
勢
社

兼　

宮
司

櫻
井
龍
一

四・一

長
野

伊
勢
社

兼　

宮
司

櫻
井
龍
一

四・一

長
野

鬼
木
立
神
社

兼　

宮
司

名
取
人
利

六・一

諏
訪

小
内
神
社

兼　

宮
司

勝
山　

裕

六・十
五

上
高
井

髙
野
神
社

兼　

宮
司

勝
山　

裕

六・十
五

上
高
井

諏
訪
社

兼　

宮
司

勝
山　

裕

六・十
五

上
高
井

宮
王
神
社

兼　

宮
司

勝
山　

裕

六・十
五

上
高
井

蟹
原
神
社

兼　

宮
司

勝
山　

裕

六・十
五

上
高
井

萬
年
嶋
神
社

兼　

宮
司

勝
山　

裕

六・十
五

上
高
井

冨
士
社

兼　

宮
司

勝
山　

裕

六・十
五

上
高
井

和
田
中
神
社

兼　

宮
司

勝
山　

裕

六・十
五

上
高
井

子
檀
嶺
神
社

本　

祢
宜

宮
原　

久

七・一

上
小

昇
任

白
鳥
社

宮
司

三
浦
善
文

十
二・一

飯
伊

新
任

諏
訪
大
社

権
祢
宜

酒
井
壱
啓

三・三
十
一

諏
訪

諏
訪
大
社

権
祢
宜

中
川
航
平

四・一

諏
訪

宇
賀
神
社

権
祢
宜

田
上
美
沙
紀

四・一

諏
訪

転
入

諏
訪
大
社（
愛
知
県　

針
綱
神
社
よ
り
）

権
祢
宜

小
松
聖
弥

四・一

諏
訪

穗
髙
神
社（
新
潟
県　

白
山
神
社
よ
り
）

権
祢
宜

傘
木
信
行

四・一

南
安
曇

本
務
替

子
檀
嶺
神
社
（
深
志
神
社
よ
り
）

祢
宜

清
住
邦
廣

一・十
五

松
塩
筑

深
志
神
社
（
会
田
御
厨
神
明
宮
よ
り
）

権
祢
宜

大
塚
宗
延

四・一

松
塩
筑

休
職

穗
髙
神
社

宮
司

穗
髙
光
雄

三・三
十
一
南
安
曇

辞
職

八
幡
神
社

兼　

宮
司

奥
田　

栄

十
一・三
十

飯
伊

御
嶽
神
社

兼　

宮
司

清
住
宗
廣

一・十
四

上
小

飯
沼
神
社

兼　

宮
司

清
住
宗
廣

一・十
四

上
小

愛
宕
神
社

兼　

宮
司

清
住
宗
廣

一・十
四

上
小

二
柱
神
社

兼　

宮
司

清
住
宗
廣

一・十
四

上
小

伊
勢
宮

兼　

宮
司

清
住
宗
廣

一・十
四

上
小

深
志
神
社

本　

権
祢
宜

清
住
邦
廣

一・十
四

松
塩
筑

諏
訪
大
社

本　

権
祢
宜

渡
部
長
治

三・三
十
一

諏
訪

諏
訪
大
社
（
東
京
都　

御
霊
神
社
へ
転
出
）

本　

権
祢
宜

守
谷
幸
慶

三・三
十
一

諏
訪

諏
訪
大
社（
東
京
都　

布
多
天
神
社
へ
転
出
）
本　

権
祢
宜

小
林　

亨

三・三
十
一

諏
訪

大
宮
飯
沼
神
社

兼　

宮
司

今
井　

泰

三・三
十
一
上
伊
那

上
宮
外
縣
神
社

兼　

宮
司

今
井　

泰

三・三
十
一
上
伊
那

八
幡
神
社

兼　

宮
司

今
井　

泰

三・三
十
一
上
伊
那

天
神
社

兼　

宮
司

片
山　

昭

三・三
十
一
上
高
井

小
内
神
社

兼　

祢
宜

押
見
友
仁

三・三
十
一
上
高
井

伊
勢
神
社

兼　

宮
司
大
角
六
七
人
三・三
十
一
下
高
井

大
山
祇
神
社

兼　

宮
司
大
角
六
七
人
三・三
十
一
下
高
井

豊
足
穂
神
社

兼　

宮
司
大
角
六
七
人
三・三
十
一
下
高
井

誉
田
別
神
社

兼　

宮
司
大
角
六
七
人
三・三
十
一
下
高
井

猿
田
彦
神
社

兼　

宮
司
大
角
六
七
人
三・三
十
一
下
高
井

諏
訪
八
幡
社

兼　

宮
司

望
月
厳
穂

三・三
十
一
下
高
井

深
沢
神
社

兼　

宮
司

望
月
厳
穂

三・三
十
一
下
高
井

豊
受
社

兼　

宮
司

望
月
厳
穂

三・三
十
一
下
高
井

日
高
見
神
社

兼　

宮
司

望
月
厳
穂

三・三
十
一
下
高
井

日
里
御
宰
建
神
社

兼　

宮
司

望
月
厳
穂

三・三
十
一
下
高
井

越
智
神
社

兼　

宮
司

望
月
厳
穂

三・三
十
一
下
高
井

伊
勢
社

兼　

宮
司

矢
澤
龍
一

三・三
十
一

長
野

伊
勢
社

兼　

宮
司

矢
澤
龍
一

三・三
十
一

長
野

妻
科
神
社

兼　

権
祢
宜

水
庫
清
之

三・三
十
一

長
野

髙
野
神
社

兼　

宮
司

片
山　

昭

六・十
四

上
高
井

諏
訪
社

兼　

宮
司

片
山　

昭

六・十
四

上
高
井

宮
王
神
社

兼　

宮
司

片
山　

昭

六・十
四

上
高
井

蟹
原
神
社

兼　

宮
司

片
山　

昭

六・十
四

上
高
井

萬
年
嶋
神
社

兼　

宮
司

片
山　

昭

六・十
四

上
高
井

冨
士
社

兼　

宮
司

片
山　

昭

六・十
四

上
高
井

和
田
中
神
社

兼　

宮
司

片
山　

昭

六・十
四

上
高
井

生
島
足
島
神
社

本　

権
祢
宜

宮
原　

久

六・三
十

上
小

退
職

白
鳥
社

宮
司

奥
田　

栄

十
一・三
十

飯
伊

諏
訪
神
社

祢
宜

井
出　

昇

三・三
十
一
南
佐
久

諏
訪
大
社

権
祢
宜

酒
井
壱
啓

三・三
十
一

諏
訪

水
穂
神
社

宮
司

大
角
六
七
人
三・三
十
一
下
高
井

八
幡
宮

祢
宜

益
子
吉
麿

五・三
十
一
松
塩
筑

小
内
神
社

宮
司

片
山　

昭

六・十
四

上
高
井

帰
幽　

謹
ん
で
御
霊
の
安
ら
か
な
る
こ
と
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す

奉
務
神
社　

職
名

階
位
・
身
分

氏
名

帰
幽
日

支
部
名

諏
訪
大
社
権
祢
宜

明
階
・
三
級

澁
川
慧
伍

一・三
十

諏
訪

縣
神
社
宮
司

正
階
・
二
級
上

畠
山
昌
親

三・五

南
佐
久
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令和５年度長野県神社庁災害救助慰藉特別会計歳入歳出予算書
歳入の部	 （単位：円）

科　　目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減△ 附記説明
１ 負 担 金 3,285,000 3,275,000 10,000 支部負担金、神職掛金
２ 災害救助慰藉特別会計交付金 100,000 700,000 △600,000 神社庁、総代会
３ 本 庁 見 舞 金 150,000 150,000 0
４ 雑 収 入 1,000 1,000 0 雑収入
５ 繰 越 金 6,464,000 5,874,000 590,000

合 計 10,000,000 10,000,000 0
歳出の部	 （単位：円）

費　　目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減△ 附記説明
１ 災 害 慰 藉 費 3,685,000 3,685,000 0 神社災害慰藉費、神社総代慰藉費、神職災害慰藉費
２ 神 職 掛 金 2,085,000 2,075,000 10,000 神職掛金積立金
３ 本庁災害慰藉費 300,000 250,000 50,000 災害対策資金
４ 運 営 費 60,000 60,000 0 事務費、旅費、雑費
５ 予 備 費 3,870,000 3,930,000 △60,000

合 計 10,000,000 10,000,000 0

令和５年度長野県神社庁歳入歳出予算書
歳入の部	 （単位：円）
款 科　　目 予算額 前年度予算額 比較増減△ 附記説明
1 幣 帛 幣 饌 料 704,800 740,000 △35,200 神社本庁より
2 交 付 金 112,560,000 113,618,000 △1,058,000 本庁交付金
3 負 担 金 33,940,000 34,165,000 △225,000 支部負担金、神社負担金、神職負担金、特別寄贈金
4 協 賛 金 5,910,000 3,762,000 2,148,000 特別協賛金、寄付金
5 財 産 収 入 500,000 500,000 0 財産利子配当金
6 補 助 金 120,000 120,000 0 神社本庁より参事給与補助金
7 各 種 証 明 料 2,920,000 2,920,000 0 神職任命・登録料、承認料、各種手数料・証明料、階位授与交付金
8 諸 収 入 2,500,000 2,500,000 0 賽物収入、雑収入
9 管 理 費 収 入 600,000 600,000 0 庁舎管理費収入、関係団体管理費収入
10 過 年 度 収 入 200,000 200,000 0
11 繰 越 金 20,045,200 22,875,000 △2,829,800

合 計 180,000,000 182,000,000 △2,000,000
歳出の部	 （単位：円）
款 費　　目 予算額 前年度予算額 比較増減△ 附記説明
1 神宮神徳宣揚費交付金 46,700,315 53,876,240 △7,175,925 支部を通じて各神社へ
2 幣 帛 幣 饌 料 9,000,000 9,000,000 0 別表及特別神社、本務・兼務神社、献幣使参向神社、幣饌料供進神社、献幣使・随員旅費等
3 会 議 費 4,500,000 5,200,000 △700,000 会議旅費、諸費
4 庁 務 費 38,706,000 40,356,000 △1,650,000 神事費、儀礼費、役員報酬、諸給与及び福利厚生費、需要費
5 負 担 金 28,309,520 26,592,432 1,717,088 神社本庁へ
6 事 業 費 13,900,000 17,100,000 △3,200,000 大麻関係費、教化部費、庁報発行費、東海五県連合会費等
7 研 修 諸 費 300,000 200,000 100,000 神社庁研修諸費
8 庁 舎 維 持 費 500,000 660,000 △160,000 修繕費、設備費、火災保険費
9 交 付 金 2,500,000 3,400,000 △900,000 神職会、総代会交付金
10 積 立 金 2,300,000 3,500,000 △1,200,000 役職員退職積立金、五県連合総会積立金
11 補 助 金 50,000 50,000 0 時局対策費
12 新 庁 舎 建 設 費 26,500,000 0 26,500,000 新庁舎建設事業会計へ
13 予 備 費 6,734,165 22,065,328 △15,331,163

合 計 180,000,000 182,000,000 △2,000,000
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ひ
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お
で
す

が
、
建
設
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員
の
皆
様
は
対
応
に

追
わ
れ
大
変
な
思
い
で
対
処
さ
れ

て
お
り
ま
す
。
会
議
を
重
ね
て
さ

ま
ざ
ま
な
問
題
を
話
し
合
い
、
協

力
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
県
下
神

社
関
係
者
に
わ
か
り
や
す
く
諸
事

情
を
説
明
し
て
、
ご
理
解
い
た
だ

け
る
よ
う
努
め
て
お
り
ま
す
。

　

特
筆
す
べ
き
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
県
立
歴
史
館
の
笹
本
特
別
館

長
が
、
県
下
の
薙
鎌
の
調
査
を
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
神
州
へ

の
掲
載
を
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
快

く
引
き
受
け
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
今
回
か
ら
複
数
回
に
わ
た
り

掲
載
予
定
で
す
。
信
州
一
の
宮
、

全
国
の
お
諏
訪
さ
ま
の
御
本
社
に

関
係
の
深
い
薙
鎌
を
わ
か
り
や
す

く
解
説
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

皆
様
の
関
係
神
社
に
未
調
査
の
薙

鎌
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
長
野
県
神

社
庁
「
庁
報
編
集
委
員
会
」
に
お

知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

　

暑
い
日
が
続
き
ま
す
ご
自
愛
の

上
ご
活
躍
く
だ
さ
い
。

�

編
集
長　

山
崎
洋
文

　

令
和
五
年
度
は
新
神
社
庁
氏
子

会
館
が
す
ご
い
勢
い
で
出
来
上

が
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
神
州

の
夏
号
１
３
７
号
に
七
月
五
日
の

竣
工
検
査
の
写
真
を
載
せ
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

　

新
し
く
素
晴
ら
し
い
建
物
が
見

晴
ら
し
の
良
い
丘
の
上
に
建
て
ら

 

編 

集 

後 

記

神　　　　　州 （137号）令和５年８月１日（23）



新神社庁氏子会館竣工検査

令和５年７月５日撮影

（137号）神　　　　　州令和５年８月１日（24）


